
 

 

 

 

８．文部科学省における児童虐待へ 

の対応について 
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文
部
科
学
省
に
お
け
る

児
童
虐
待
へ
の
対
応
に
つ
い
て

平
成
２
９
年
８
月
１
７
日
（
木
）

平
成
２
９
年
度
全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長
・
児
童
相
談
所
長
会
議
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文
部
科
学
省
に
お
け
る
児
童
虐
待
へ
の
対
応

児
童
虐
待
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
予
防
、
早
期
発
見
・
早
期
対
応
や
虐
待
を
受
け

た
児
童
生
徒
の
支
援
が
重
要
で
あ
り
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
・
関
係
機
関
が
密
接
に
連
携

す
る
必
要
が
あ
る
。

２
．
家
庭
・
地
域
社
会
に
お
け
る
取
組
の
推
進

【
主
に
発
生
予
防
の
た
め
の
取
組
】

・
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
協
力
推
進
事
業
補
助
金
に
お
け
る
取
組

・
公
民
館
等
を
中
心
と
し
た
社
会
教
育
活
性
化
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

・
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
に
お
け
る
取
組

１
．
学
校
等
に
お
け
る
児
童
虐
待
へ
の
対
応

①
学
校
、
教
育
委
員
会
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
に
向
け
た
取
組
の
充
実
の
た
め
の
情
報
提
供

○
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
の
学
校
、
教
育
委
員
会
等
の
的
確
な
対
応
」に
つ
い
て
通
知
【平
成
2
2年
3月
】

○
「
学
校
及
び
保
育
所
か
ら
市
町
村
又
は
児
童
相
談
所
へ
の
定
期
的
な
情
報
提
供
に
関
す
る
指
針
」に
つ
い
て
通
知

【
平
成
2
2
年
3月
】

②
児
童
虐
待
対
応
の
手
引
き
等
の
作
成
・
配
布

○
養
護
教
諭
の
た
め
の
児
童
虐
待
対
応
の
手
引
き
の
作
成
・配
布
【
平
成
20
年
1
月
】

○
教
職
員
用
研
修
教
材
「
児
童
虐
待
防
止
と
学
校
」
（C
D
-
R
O
M
）
の
作
成
・配
布
【
平
成
21
年
5
月
】

③
生
徒
指
導
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
等
の
複
雑
化
・多
様
化
す
る
児
童
の
問
題
行
動
等
へ
の
対
応
、
解
決
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
取
組

を
推
進
・
普
及

【
主
に
早
期
発
見
・早
期
対
応
の
た
め
の
取
組
】

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
専
門
家
を
活
用
し
た
学
校
の
教
育
相
談
体
制
の
充
実
等
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１
．
学
校
等
に
お
け
る
児
童
虐
待
へ
の
対
応

児
童
虐
待
の
早
期
発
見
（
虐
待
防
止
法
５
条
１
項
）

学
校
及
び
教
職
員
は
、
児
童
虐
待
を
発
見
し
や
す
い
立
場

に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
に
努
め
る
。

※
幼
児
児
童
生
徒
の
心
身
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
、
健
康

診
断
（
身
体
測
定
、
内
科
検
診
、
歯
科
検
診
）
は
、
児
童
虐
待
を
早

期
に
発
見
し
や
す
い
機
会
で
あ
る
こ
と
に
留
意

児
童
虐
待
の
早
期
対
応
（
虐
待
防
止
法
６
条
１
項
）

児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
幼
児
児
童
生
徒
を
発
見
し
た

場
合
は
、
速
や
か
に
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
等
に
通
告
す
る
。

※
一
般
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
主
観
的
に
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合

は
通
告
義
務
が
生
じ
る

※
結
果
と
し
て
通
告
が
誤
り
で
あ
っ
た
場
合
も
、
基
本
的
に
は
刑
事
上
・

民
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い

関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
（
虐
待
防
止
法
４
条
１
項
、
５
条
２
項
）
、
学
校
等
か
ら
児
童
相
談
所
へ
の
情
報
提
供
（
同
法

13
条
の
４
）

・
教
育
委
員
会
、
児
童
相
談
所
等
が
、
必
要
に
応
じ
て
相
互
の
会
議
に
出
席
、
協
力
す
る
な
ど
し
て
、
日
常
的
な
連
携
の
強
化
を
図
る
。

・
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
、
幼
児
児
童
生
徒
の
出
欠
状
況
等
の
定
期
的
な
情
報
提
供
等
の
適
切
な
運
用
に
努
め
る
。

学
校
等
の
間
の
情
報
共
有
に
つ
い
て
（
平
成

27
年

7月
31
日
付
け
文
科
初
第

33
5号
）

幼
児
児
童
生
徒
の
進
学
・
転
学
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
上
の
進
学
・転
学
先
へ
の
文
書
の
送
付
は
も
と
よ
り
、
対
面
、
電
話
連
絡
、
文
書

等
に
よ
る
学
校
間
で
の
引
継
ぎ
の
実
施
、
学
校
の
担
当
者
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
よ
る
ケ
ー
ス
会
議
の
開
催
等
に
よ
り
、

支
援
が
必
要
な
幼
児
児
童
生
徒
に
係
る
学
校
等
の
間
の
適
切
な
連
携
を
進
め
る
。

児
童
虐
待
等
に
係
る
研
修
の
実
施
（
虐
待
防
止
法
４
条
２
項
・
３
項
）

教
職
員
用
研
修
教
材
「児
童
虐
待
防
止
と
学
校
」（
文
部
科
学
省
作
成
、

H
21

.5
配
布
）の
適
切
な
活
用
な
ど
に
よ
っ
て
教
職
員
研
修
の

充
実
を
図
る
。

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
へ
の
参
画
（
児
童
福
祉
法

25
条
の
２
）

学
校
、
教
育
委
員
会
は
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
積
極
的
に
参
画
す
る
な
ど
し
て
、
関
係
機
関
と
の
一
層
の
連
携
・協
力
を
図

り
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
努
め
る
こ
と
。

虐 待 を 発 見 し た 場 合

－237－



○
児
童
虐
待
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
早
期
発
見
・
通
告
・
情
報
提
供
が
重
要
。

○
一
方
、
関
係
機
関
が
協
力
・
連
携
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
更
な
る
体
制
整
備
が
必
要
。

○
学
校
へ
の
ｽｸ
ｰﾙ
ｿｰ
ｼｬ
ﾙﾜ
ｰｶ
ｰ（
S
S
W
）
及
び
ｽｸ
ｰﾙ
ｶｳ
ﾝｾ
ﾗｰ
(S
C
)の
配
置
を
充
実
。

平
成
2
9
年
度
予
算

ｽｸ
ｰﾙ
ｿｰ
ｼｬ
ﾙﾜ
ｰｶ
ｰ活
用
事
業

1
,2
5
8
百
万
円
、
5
,0
4
7
人
（
前
年
度
：
9
7
2
百
万
円
、
3
,0
4
7
人
）

ｽｸ
ｰﾙ
ｶｳ
ﾝｾ
ﾗｰ
等
活
用
事
業

4
,5
5
9
百
万
円
、
2
6
,0
0
0
校
（
前
年
度
：
4
,5
2
7
百
万
円
、
2
5
,5
0
0
校
）

【
目
標
（
H
3
1
年
度
ま
で
）
は
、
S
S
W
は
全
中
学
校
区
（
1
万
人
）
、
S
C
は
全
公
立
小
・
中
学
校
（
2
7
,5
0
0
校
）
】

○
虐
待
対
策
の
た
め
の
S
S
W
及
び
S
C
の
重
点
加
配
（
平
成
2
9
年
度
予
算
（
新
規
）
）
。

○
S
S
W
及
び
S
C
の
活
用
促
進
に
向
け
た
職
務
内
容
の
明
確
化
や
、
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
の
推
進
。

対
応

＜
イ
メ
ー
ジ
＞

学
校

関
係
機
関

市
町
村
、
児
童
相
談
所
、
福

祉
事
務
所
、
保
健
・
医
療
機
関
、

警
察
、
弁
護
士
、
家
庭
裁
判

所
等

・
校
内
チ
ー
ム
体
制
の
構
築

・
教
職
員
の
サ
ポ
ー
ト

・
教
職
員
等
へ
の
研
修
な
ど

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

・
関
係
機
関
と
の
調
整

・
情
報
・
行
動
連
携
な
ど

連
携
・
調
整

連
携
・
調
整

家
族

友
人

地
域

【
児
童
虐
待
対
策
等
】

・
児
童
虐
待

・
生
活
困
窮
者
対
策

・
就
学
援
助

・
生
活
保
護

【
問
題
行
動
等
】

・
い
じ
め

・
暴
力
行
為

・
不
登
校
等

児
童
生
徒

※
児
童
生
徒
が
置
か
れ
た
様
々
な
環
境
へ
の
働
き
か
け

現
状

学
校
で
の
早
期
発
見
と
適
切
な
初
期
対
応
の
推
進
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学
校
、
教
育
委
員
会
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
に
向
け
た
取
組
の
充
実
の
た
め
の
情
報
提
供

○
「
学
校
及
び
保
育
所
か
ら
市
町
村
又
は
児
童
相
談
所
へ
の
定
期
的
な
情
報
提
供
に
関
す
る
指
針
」

（
平
成

22
年

3月
）

学
校
と
市
町
村
、
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
の
連
携
が
十
分
に
機
能
す
る
よ
う
、
学
校
及
び
保
育
所
か
ら
市
町
村

又
は
児
童
相
談
所
へ
の
児
童
虐
待
防
止
に
係
る
資
料
、
情
報
の
定
期
的
な
提
供
に
関
す
る
手
続
等
に
つ
い
て
、
文
部

科
学
省
と
厚
生
労
働
省
で
協
議
の
上
、
指
針
を
作
成
し
、
教
育
委
員
会
や
学
校
等
に
通
知
。

H
P
ｱ
ﾄﾞ
ﾚ
ｽ
：
h
tt
p:
/
/
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/
st
f/
h
o
u
do
u
/
2
r9
8
5
2
0
0
0
0
0
0
5
4
6
4.
h
tm
l

（
備
考
）
「
学
校
及
び
保
育
所
か
ら
市
町
村
又
は
児
童
相
談
所
へ
の
定
期
的
な
情
報
提
供
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成

23
年

3月
）

本
指
針
に
基
づ
く
取
組
状
況
を
調
査
（
平
成

22
年

10
月
）
し
た
結
果
を
踏
ま
え
、
学
校
等
と
市
区
町
村
又
は
児
童
相
談
所
と
の
連
携
が
十
分
機
能
す
る
よ
う

努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
指
針
に
基
づ
く
対
応
を
図
る
よ
う
、
厚
生
労
働
省
と
連
名
で
教
育
委
員
会
、
学
校
等
に
通
知
。

○
「
養
護
教
諭
の
た
め
の
児
童
虐
待
対
応
の
手
引
」
（
平
成

20
年

1月
）

児
童
虐
待
防
止
に
学
校
、
養
護
教
諭
が
果
た
す
役
割
、
必
要
な
基
礎
知
識
、
早
期
発
見
・
早
期
対
応
の
方
法
等

に
つ
い
て
、
図
表
や
事
例
を
交
え
具
体
的
に
記
載
し
た
手
引
を
全
国
の
教
育
委
員
会
、
学
校
に
配
布
。

H
P
ｱ
ﾄﾞ
ﾚ
ｽ
：
h
tt
p:
/
/
w
w
w
.m
e
xt
.g
o
.jp
/
a_
m
e
n
u
/
ke
n
ko
/
h
o
ke
n
/
0
8
0
1
1
6
2
1.
h
tm

○
教
職
員
用
研
修
教
材
「
児
童
虐
待
防
止
と
学
校
」
（
C

D
-R

O
M
）
（
平
成

21
年

5月
）

学
校
等
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・
通
告
、
関
係
機
関
と
の
連
携
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
へ
の
対
応
等
に

つ
い
て
、
教
職
員
の
意
識
と
対
応
ス
キ
ル
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
用
教
材
を
全
国
の
教
育
委
員
会
に
配
布
。

－239－



一
時
保
護
等
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
指
導
要
録
に
係
る
適
切
な
対
応

及
び
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
係
る
対
応
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
平
成
２
７
年
７
月
３
１
日
付
け
２
７
文
科
初
第
３
３
５
号
）

一
時
保
護
等
と
は

○
学
習
を
行
っ
て
い
る
場
合

○
学
習
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

○
虐
待
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
の
一
時
保
護
所
等
に
お
い
て
子
供
を
一
時
的
に
保
護
す
る
こ
と
。

○
子
供
を
保
護
者
か
ら
一
時
的
に
離
し
安
全
な
生
活
環
境
下
に
置
く
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
法
令
上
の
措

置
で
あ
り
、
一
時
保
護
等
が
行
わ
れ
る
間
は
、
学
校
へ
通
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。

※
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
や
、
売
春
防
止
の
観
点
か
ら
保
護
さ
れ
た
女
子
に
同
伴
す
る
子
供
が
、
婦
人
相
談
所
で
一
時
保
護
等
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

今
回
の
通
知
に
お
け
る
一
時
保
護
等
の
扱
い
の
考
え
方

※
一
時
保
護
所
に
お
い
て
一
時
保
護
さ
れ
た
者
の
う
ち

6歳
以
上
の
者
は

17
,5

99
人
（
平
成

25
年
度
）
。

※
一
時
保
護
所
に
お
け
る
平
均
的
な
一
時
保
護
期
間
は

28
.4
日
間
（
平
成

24
年
度
）
。

※
一
時
保
護
所
で
一
時
保
護
さ
れ
る
高
校
生
の

36
.6

%
、
小
・
中
学
生
の

7.
1%
が
欠
席
扱
い
（
厚
労
省
補
助
に
よ
る
民
間
団
体
の
調
査
（
平
成

25
年
度
）
）
。

一
時
保
護
等
が
法
令
上
の
措
置
で
あ
る
こ
と
や
、
適
応
指
導
教
室
や
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
う
不

登
校
の
児
童
生
徒
に
「
出
席
扱
い
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
等
と
の
均
衡
を
図
り
つ
つ
、

考
え
方
を
整
理
。

○
一
定
の
教
育
指
導
の
時
間
の
確
保
、
学
習
支
援
員
を

中
心
と
し
た
指
導
体
制
等
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
「
出

席
扱
い
」
を
認
め
る

○
「
公
欠
」
扱
い
（
欠
席
日
数
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
）

※
こ
れ
に
加
え
、
「
一
時
保
護
等
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生
徒
が
学
校
に
復
帰
し
た
際
、
当
該
学
校
は
児
童
生
徒
の
状
況
に
応
じ
補
習
等
を
実

施
し
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
各
学
校
の
課
程
の
修
了
や
高
等
学
校
に
お
け
る
単
位
の
認
定
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
」
こ
と
も
通
知
。
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児
童
虐
待
防
止
対
策
に
係
る
対
応
で
文
部
科
学
省
か
ら
特
に
周
知
し
て
い
る
事
項

○
学
校
間
に
お
け
る
情
報
共
有
の
促
進

・
設
置
者
を
同
じ
く
す
る
学
校
間
で
の
引
き
継
ぎ
に
つ
い
て
は
、
利
用
目
的
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
が
原
則
だ
が
、
利
用
目
的
の
範

囲
外
で
あ
る
場
合
で
も
、
私
立
学
校
・国
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
は
、
保
有
個
人
情
報
の
内
部
利
用
と
し
て
認

め
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
（
※
）こ
と
。

・
設
置
者
を
異
に
す
る
学
校
間
で
の
引
き
継
ぎ
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
同
意

を
得
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
私
立
学
校
・国
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い
て
は
、
関
係
法
令
上
、
第
三
者
提
供
が

認
め
ら
れ
る
と
き
が
あ
る
（※
）
こ
と
。

※
人
の
生
命
、
身
体
等
の
保
護
の
た
め
や
児
童
生
徒
の
健
全
な
育
成
の
推
進
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
り
、
本
人
の
同
意
を

得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
等

・
公
立
学
校
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
条
例
の
利
用
目
的
や
第
三
者
提
供
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
、
類
似
又
は
同
趣
旨

の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

・
通
告
の
対
象
は
「
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
」と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
必
ず
し
も
虐
待
の
事
実
が
明
ら
か
で
な

く
て
も
、
子
ど
も
に
関
わ
る
専
門
家
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
安
全
・安
心
が
疑
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
の

人
の
目
か
ら
見
て
主
観
的
に
子
ど
も
の
安
全
・
安
心
が
疑
わ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
通
告
義
務
が
生
じ
る
。

・
な
お
、
通
告
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
防
止
法
の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
刑
事
上
、
民
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

○
通
告
に
係
る
留
意
事
項

○
学
校
等
か
ら
児
童
相
談
所
等
へ
の
情
報
提
供

・
平
成

28
年
６
月
３
日
公
布
の
改
正
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第

13
条
の
４
に
お
い
て
、
児
童
相
談
所
・市
町
村
か
ら

被
虐
待
児
童
等
に
関
す
る
資
料
等
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
加
え
、
医
療
機
関
、
児
童
福
祉
施

設
、
学
校
等
が
当
該
資
料
を
提
供
で
き
る
旨
を
規
定
（同
年

10
月
１
日
施
行
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
た
に
国
立
・私
立
の
学
校
等
が

当
該
資
料
等
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
学
校
を
含
む
こ
れ
ら
の
機
関
等
は
、
原
則
と
し
て
、
刑
法
の
秘
密
漏
示

罪
の
規
定
や
個
人
情
報
保
護
法
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
児
童
虐
待
に
係
る
情
報

を
提
供
で
き
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
児
童
相
談
所
長
等
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
際
は
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。
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児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
、
被
害
を
受
け
た
児
童
の
適
切
な
保
護
等
、
学
校
に
お
け
る
適
切
な
対
応

が
図
ら
れ
る
よ
う
、
例
え
ば
、
以
下
に
掲
げ
る
取
扱
に
つ
い
て
実
施
又
は
実
施
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
を
周
知
。

（
１
）
児
童
虐
待
防
止
に
係
る
研
修
の
実
施

教
育
委
員
会
等
又
は
学
校
に
お
い
て
、
虐
待
を
発
見
す
る
ポ
イ
ン
ト
や
、
発
見
後
の
対
応
の
仕
方
等
に
つ
い

て
教
職
員
の
理
解
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
児
童
虐
待
防
止
に
か
か
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
２
）
学
校
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
早
期
発
見
に
向
け
た
点
検
及
び
通
告

各
学
校
に
お
い
て
、
幼
児
児
童
生
徒
の
心
身
の
状
況
の
観
察
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ

ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
主
体
的
活
動
、
教
育
相
談
、
健
康
診
断
を
通
じ
て
、
児
童
虐
待
の
疑
い
の
有
無
に
つ
い
て

点
検
を
行
う
こ
と
。

（
３
）
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
の
た
め
の
情
報
共
有

教
育
委
員
会
等
又
は
学
校
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
防
止
に
係
る
関
係
機
関
と
の
一
層
の
連
携
・
協
力
の
強

化
に
向
け
て
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
等
の
担
当
者
と
の
間
で
、
児
童
虐
待
の
通
告
、
情
報
提
供
、
緊
急
時
の

対
応
等
に
つ
い
て
、
通
告
時
の
連
絡
先
、
提
供
す
る
情
報
の
内
容
及
び
対
応
の
手
順
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
４
）
家
庭
に
対
す
る
支
援

児
童
虐
待
の
問
題
の
未
然
防
止
や
早
期
対
応
の
た
め
に
、
家
庭
教
育
支
援
の
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
。

平
成

28
年
度
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
の
実
施
に
つ
い
て
（
通
知
）

（
平
成
２
８
年
１
０
月
１
７
日
付
け
２
８
文
科
生
第
５
２
７
号
）
（
別
添
資
料
５
）
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２
．
家
庭
・
地
域
社
会
に
お
け
る
取
組
の
推
進

○
地
域
に
お
け
る
家
庭
教
育
支
援
総
合
推
進
事
業
の
実
施
（
平
成

29
年
度
）

地
域
人
材
の
養
成
を
通
じ
て
家
庭
教
育
支
援
チ
ー
ム
（
※
）
の
組
織
化
、
家
庭
教
育
支
援
員
の
配
置
等
を
行
い
、

身
近
な
地
域
に
お
け
る
保
護
者
へ
の
学
習
機
会
の
提
供
や
親
子
参
加
型
行
事
の
実
施
、
相
談
対
応
等
の
支
援

活
動
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
家
庭
教
育
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。
（
別
添
資
料
6
）

※
家
庭
教
育
支
援
チ
ー
ム
：
子
育
て
経
験
者
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
人
材
を
活
用
し
て
、
保
護
者
へ
の

学
び
の
場
の
提
供
等
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
多
様
な
支
援
を
行
う
体
制
〔
チ
ー
ム
数
：
6
1
6
（H
2
8年
度
）
〕

○
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
に
お
け
る
取
組

児
童
虐
待
予
防
の
観
点
も
含
め
、
問
題
を
抱
え
孤
立
し
が
ち
な
家
庭
等
に
対
し
、
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
を
行
う
。

・
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
の
関
係
者
の
た
め
の
手
引
き
の
作
成
（
平
成
2
7
年
度
）

地
方
公
共
団
体
で
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
を
実
施
す
る
際
に
、
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
情
報
や
知
見
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、

よ
り
良
い
取
り
組
み
と
す
る
た
め
の
提
案
を
取
組
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
整
理
し
た
も
の
。
訪
問
の
結
果
、
児
童
虐
待
の

恐
れ
が
あ
る
場
合
は
速
や
か
に
児
童
相
談
所
等
に
通
告
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
も
記
載
。

・
先
駆
的
家
庭
教
育
支
援
推
進
事
業
（
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
の
実
施
）
（
平
成
2
9
年
度
）

保
護
者
を
学
び
の
場
や
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
場
に
つ
な
ぎ
、
保
護
者
の
教
育
力
を
高
め
る
こ
と
を
重
視
し

つ
つ
、
貧
困
、
不
登
校
等
の
様
々
な
課
題
を
抱
え
た
家
庭
に
対
す
る
類
型
別
の
効
果
的
な
支
援
モ
デ
ル
の

開
発
を
国
の
主
導
に
よ
り
パ
イ
ロ
ッ
ト
的
に
実
施
す
る
。
（
別
添
資
料
7
）

○
家
庭
教
育
支
援
手
帳
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載

保
護
者
等
に
対
し
て
子
育
て
の
ヒ
ン
ト
集
と
し
て
文
部
科
学
省
が
作
成
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

「
家
庭
教
育
手
帳
」
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
防
止
対
応
と
し
て
、
「
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
5
ヶ
条
」
等
に

つ
い
て
も
記
載
。

【ロ
ゴ
マー

ク】
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○
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
の
活
用
に
よ
る
家
庭
教
育
支
援
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
の
周
知

（
平
成

21
年

3月
）

平
成
2
1
年
３
月
、
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
男
女
共
同
参
画
学
習
課
長
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童

家
庭
局
育
成
環
境
課
長
と
の
連
名
で
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
に
対
し
て
、
児
童
委
員
・
主
任
児
童
委
員
の

積
極
的
な
活
用
に
よ
る
、
児
童
健
全
育
成
及
び
家
庭
教
育
支
援
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
の
通
知
を
発
出
。

H
P
ｱ
ﾄﾞ
ﾚ
ｽ
:h
tt
p:
/
/
w
w
w
.m
e
xt
.g
o
.jp
/
a_
m
e
n
u
/
sh
o
u
ga
i/
ka
te
i/
1
2
6
2
9
5
0
.h
tm

○
「
つ
な
が
り
が
創
る
豊
か
な
家
庭
教
育
」
を
踏
ま
え
た
取
組
の
推
進
に
つ
い
て
（
平
成

24
年

4月
）

平
成
2
4
年
3
月
に
「
家
庭
教
育
支
援
施
策
の
推
進
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
が
と
り
ま
と
め
た
報
告
書
の
提
言
を
踏

ま
え
、
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
長
名
で
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
教
育
委
員
会
等
に
対
し
て
、
家
庭

教
育
支
援
の
推
進
に
つ
い
て
通
知
し
、
各
自
治
体
等
の
活
性
化
等
の
取
組
等
の
活
性
化
を
促
し
た
。

家
庭
教
育
支
援
の
推
進
等
に
関
す
る
通
知

○
生
徒
指
導
、
家
庭
教
育
支
援
及
び
児
童
健
全
育
成
に
係
る
取
組
の
相
互
連
携
の
推
進
に
つ
い
て

（
平
成

28
年

5月
）

平
成
2
8
年
5
月
、
文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
男
女
共
同
参
画
学
習
課
長
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局

児
童
生
徒
課
長
、
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課
長
と
の
連
名
で
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核

市
に
対
し
て
、
関
係
部
局
が
連
携
を
深
め
、
生
徒
指
導
・
家
庭
教
育
支
援
及
び
児
童
健
全
育
成
の
相
互
連
携
を
一

層
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
通
知
を
発
出
。
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学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針

１ 趣旨

本指針は、学校及び保育所から市町村又は児童相談所（以下「市町村等」とい

う。）への児童虐待の防止に係る資料及び情報の定期的な提供（以下「定期的な情

報提供」という。）に関し、定期的な情報提供の対象とする児童、頻度・内容、依

頼の手続等の事項について、児童虐待の防止等に関する法律第１３条の３の規定

に沿った基本的な考え方を示すものである。

２ 定期的な情報提供の対象とする児童

（１）市町村が求める場合

要保護児童対策地域協議会（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２

５条の２に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。以下「協議会」という。）

において児童虐待ケースとして進行管理台帳（注）に登録されており、かつ、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校（以下「学

校」という。）に在籍する幼児児童生徒及び保育所に在籍する乳幼児（以下「幼

児児童生徒等」という。）を対象とする。

（注）進行管理台帳とは、市町村内における虐待ケース等に関して、子ども及び

保護者に関する情報やその状況の変化等を記載し、協議会において、絶えず、

ケースの進行管理を進めるための台帳であり、協議会の中核機関である調整

機関において作成するものである。

（２）児童相談所が求める場合

児童相談所（児童福祉法第１２条に規定する児童相談所をいう。以下同じ。）

が管理している児童虐待ケースであって、協議会の対象となっておらず、かつ、

学校等及び保育所から通告があったものなど児童相談所において必要と考える

幼児児童生徒等を対象とする。

３ 定期的な情報提供の頻度・内容

（１）定期的な情報提供の頻度

定期的な情報提供の頻度は、おおむね１か月に１回を標準とする。

（２）定期的な情報提供の内容

定期的な情報提供の内容は、上記２（１）及び（２）に定める幼児児童生徒
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等についての、対象期間の出欠状況、（欠席があった場合の）家庭からの連絡の

有無、欠席の理由とする。

４ 定期的な情報提供の依頼の手続

（１）市町村について

市町村は、上記２（１）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童生

徒等が在籍する学校及び保育所に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、

上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載

した書面を送付する。

（２）児童相談所について

児童相談所は、上記２（２）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児

童生徒等が在籍する学校及び保育所に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏

名、上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を

記載した書面を送付する。

５ 機関（学校及び保育所を含む。）間での合意

（１）上記４により、市町村等が学校及び保育所に対し、定期的な情報提供の依頼

を行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう、市町村等と学校及び保育

所との間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情報提供の仕組みについて

合意した上で、個別の幼児児童生徒等の情報提供の依頼をすることが望ましい

ものであること。

（２）協定の締結等による機関間での合意に際しては、本指針に掲げる内容を基本

としつつも、より実効性のある取組となるよう、おおむね１か月に１回を標準

としている定期的な情報提供の頻度を柔軟に設定したり、対象となる幼児児童

生徒等の範囲を柔軟に設定したり、定期的な情報提供の内容をより幅広く設定

するなど、地域の実情を踏まえたものにすること。

（３）学校は、市町村等と協定の締結等により機関間での合意をしたときは、その

内容等を設置者である教育委員会、国立大学法人、都道府県私立学校主管部課

（以下「教育委員会等」とする。）に対しても報告すること。

６ 定期的な情報提供の方法等

（１）提供の方法

学校及び保育所は、市町村等から、上記４の依頼文書を受けた場合、依頼の

あった期間内において、定期的に上記３に定める定期的な情報提供を書面にて
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行う。

（２）教育委員会等への報告等

学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて教育委員会等に

対してもその写しを送付すること。また、市町村等へ定期的な情報提供を行う

に際しては、地域の実情に応じて教育委員会等を経由することも可能とする。

７ 緊急時の対応

定期的な情報提供の期日より前であっても、学校及び保育所において、不自然

な外傷、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる幼児児童生徒等から虐

待についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環境の変化など、新たな児童

虐待の兆候や状況の変化等を把握したときは、定期的な情報提供の期日を待つこ

となく、適宜適切に市町村等に情報提供又は通告をすること。

８ 情報提供を受けた市町村等の対応について

（１）市町村について

① 学校及び保育所から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時におけ

る情報提供を受けた市町村は、必要に応じて当該学校及び保育所から更に詳

しく事情を聞くこととし、これらの情報を複数人で組織的に評価する。

なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校での相談、

健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候をうか

がわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。

② ①の評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら又は

関係機関に依頼して家庭訪問を行う、個別ケース検討会議の開催など状況把

握及び対応方針の検討を組織として行う。

③ 対応が困難な場合には児童相談所に支援を求めるとともに、専門的な援助

や家庭への立入調査等が必要と考えられる場合は、速やかに児童相談所へ送

致又は通知を行う。

④ 協議会においては、市町村内における全ての虐待ケース（上記２（２）の

場合を除く。）について進行管理台帳を作成し、実務者会議の場において、定

期的に（例えば３か月に１度）、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見

直し等を行うことを徹底すること。

（２）児童相談所について

① 児童相談所が学校及び保育所から上記６の定期的な情報提供又は上記７の

緊急時における情報提供を受けた場合

ア 学校及び保育所から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時にお

ける情報提供を受けた児童相談所は、必要に応じて当該学校及び保育所か

－247－



ら更に詳しく事情を聞くこととし、これらの情報について援助方針会議等

の合議による組織的な評価を行う。

なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校での相談、

健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候をう

かがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。

イ アの評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら家

庭訪問を行う、個別ケース検討会議の開催を市町村に求めるなどの状況把

握及び対応方針の検討を組織として行う。

ウ 必要に応じて立入調査、出頭要求、児童の一時保護等の対応をとる。

② 市町村が学校及び保育所から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急

時における情報提供を受けた場合

市町村の求めに応じて積極的に支援するものとする。

９ 個人情報の保護に対する配慮

（１）学校及び保育所から市町村等に対して、定期的な情報提供を行うに当たって

は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）の目的、基本

理念及び各地方公共団体の個人情報保護条例等を踏まえて、幼児児童生徒等、

その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのない

よう十分な配慮の下、必要な限度で行われなければならないので留意すること。

（２）市町村が学校及び保育所から受けた定期的な情報提供の内容について、協議

会の実務者会議及び個別ケース検討会議において情報共有を図ろうとする際は、

市町村において、学校及び保育所から提供のあった情報の内容を吟味し、情報

共有すべき内容を選定の上、必要な限度で行うこと。

また、協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童等の

適切な保護又は支援を図るためのものであり、協議会の構成員及び構成員であ

った者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らして

はならないことされているので、このことに十分留意し、協議会の適切な運営

を図ること。

１０ その他

市町村等が学校及び保育所以外の関係機関に状況確認や見守りの依頼を行った

場合にも、当該関係機関との連携関係を保ち、依頼した後の定期的な状況把握に

努めるものとする。

－248－



号
号
日

4
1
4

6
朔
月

第
0
3

生
3
年

児
0
3

初
概
2

2
見
隠

　
り

2
雇
平

各都道府県教育委員会担当課長

鮨黙憾鳥琴矯盤灘殿
論議舗鰍蕪一二ill曇1閣
　　　　　　　　　　　　文部科学省初等中等教育朋童生徒戦蕊藁i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’唱’ゴ遜

　　　　　　　　　　　　厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長．　　㌧£毒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　隔一　’τ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；．　㍗・一‘影・、三≒l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　・三「li：・・；1．rl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l．一，．一・『1㍗℃こ1
　　　　　学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的なしご証ご紅・ユ1
　　　　　情報提供の実施状況について（通知）

　児童虐待が疑われる事案として、関係機関が関与しながら死亡に至ってしまった
事件において、学校と市町村、児童相談所の関係機関の連i携が十分に機能しなかっ
たことが問題点の一つとして指摘されたことを踏まえ、平成22年3月24日に「学
校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」（以下
「指針」という。）を策定し、定期的な情報提供の対象とする幼児児童生徒等、頻度
・内容、依頼の手続等の事項についての基本的考え方をお示ししたところです。
　今回、平成22年10，月8日付22初児生第31号・雇児豊里1008第2号通
知により、指針に基づく実施状況について調査を依頼し、その結果について別添の
とおりとりまとめましたので、下記の点に御留意の上、児童虐待防止対策の一層の
推進を図っていただくようお願いします。
　また、都道府県・指定都市教育委員会等におかれましては、幼児児童生徒等に係
る定期的な情報提供について、市町村や児童相談所等から依頼があった場合には、
必要な連携・協力をしていただくとともに、所管の学校又は域内の市区町村の教育
委員会に対し、本通知の趣旨について周知徹底をお願いします。

記

1　調査結果では、調査対象期間中に、指針に基づく定期的な情報提供を学校等に
依頼しなかった市区町村及び児童相談所がある。

　その理由について、「定期的な情報提供の依頼のシステム構築に向けて調整中の
ため」とする市区町村及び児童相談所については、早急に指針に基づく対応を図
っていただくようお願いする。

2　指針に基づく定期的な情報提供を学校等に依頼しなかった理由として、市区町
村が電話連絡や口頭、訪問等により学校等に対して適宜情報交換を依頼している、
関係機関との連絡会議の中で学校等から情報提供があるなどの回答を得たところ
であるが、そうした回答を行った市区町及び児童相談所においても、指針の内容

　に則して、特に、必要な情報提供の確保を図る観点から、いま一度確認・点検を
行っていただき、学校等と市区町村又は児童相談所との連携が十分機能するよう
努めるとともに、必要に応じて、指針に基づく対応を図っていただくようお願い
する。

（本件担当）

文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導第一係
　　　　　　　　　電話番号03－5253－4111（内3299）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課児童相談係
　　　　　　　　　電話番号03－5253－ll11（内7829）
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別添 

「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供 
に関する指針」に基づく情報提供等に関する調査結果 

 

「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」（平成２２

年３月２４日通知。以下「指針」という。）に基づく定期的な情報提供について、平成２２年

３月２４日から１０月１日までの実施状況を確認したところ、以下の結果となった。 

 

１．指針に基づく定期的な情報提供の依頼状況 

指針の「４ 定期的な情報提供の依頼の手続」に基づき、定期的な情報提供の内容、提供

を希望する期間等を記載した書面を学校、保育所等に対して送付したところは、市区町村が

279 か所（15.9%）、児童相談所が 26 か所（12.7%）となった。 

また、指針に基づく定期的な情報提供の対象となる子どもがいないため、依頼を行わなか

ったところは、市区町村が 337 か所（19.3%）、児童相談所が 26 か所（12.7%）となっており、

定期的な情報提供のシステム構築に向けて調整中のところは、市区町村が334か所（19.1%）、

児童相談所が 57 か所（27.8%）となっており、それ以外の理由により、指針に基づく依頼を

行わなかったところは、市区町村が 800 か所（45.7%）、児童相談所が 96 か所（46.8%）とな

った。  

なお、それ以外の理由の主なものとしては、「市区町村が電話連絡や口頭、訪問等により

学校に対して適宜情報交換を依頼している。」、「関係機関との連絡会議の中で学校等から情

報提供がある」等があった。 

 

市区町村 児童相談所 
 

か所数 割合（％） か所数 割合（％） 

① 指針に基づく定期的な情報提供

を学校及び保育所に依頼した 
２７９

１５．９ 
（１９．７）

２６ 
１２．７ 

（１４．５）
② 指針に基づく定期的な情報提供

の対象となる幼児児童生徒がいな

いため、指針に基づく依頼を行わ

なかった 

３３７
１９．３ 
（ － ）

２６ 
１２．７ 
（ － ）

③ 定期的な情報提供のシステム構

築に向けて調整中 
３３４

１９．１ 
（２３．６）

５７ 
２７．８ 

（３１．８）
④ 上記②、③以外の理由により、

指針に基づく依頼を行わなかった
８００

４５．７ 
（５６．６）

９６ 
４６．８ 

（５３．６）

合  計 １，７５０ １００ ２０５ １００ 

②を除いた小計 １，４１３ （１００） １７９ （１００）

※ 表中（  ）内の割合は②を除いた割合（市区町村 1,413 か所、児童相談所 179 か所に対 

する割合） 
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別添 

※ ④の主な理由 

・市区町村が電話連絡や口頭、訪問等により学校等に対して適宜情報交換を依頼してい

る。 

・関係機関との連絡会議の中で学校等から情報提供がある。 

・定期的に市区町村職員や児童相談員が学校等を訪問して情報提供を依頼している。 

・要保護児童対策地域協議会を通じて、すでに情報交換ができる体制が確立している。 

 

 

２．指針に基づく定期的な情報提供の依頼が行われた児童の実人数  

   上記１の市区町村及び児童相談所が行った依頼に係る学校に在籍する幼児児童生徒及び 

保育所に在籍する乳幼児の実人数は、市区町村が１７，６３３人、児童相談所が２，２６２ 

人であり、その内訳は小学校が最も多く、次いで保育所、中学校の順となっている。    
 
 
   

市区町村 児童相談所 
 

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 

幼 稚 園 ７９８ ４．５ ７５ ３．３ 

小 学 校 ８，３３５ ４７．３ １，０４９ ４６．４ 

中 学 校 ３，０６４ １７．４ ４１６ １８．４ 

高等学校 ７９４ ４．５ ５３ ２．３ 

その他 １７８ １．０ ４８ ２．１ 

保 育 所 ４，４６４ ２５．３ ６２１ ２７．５ 

合  計 １７，６３３ １００．０ ２，２６２ １００．０ 

 

 

 （注）指針に基づく「定期的な情報提供の対象となる子ども」とは、 

（１）市町村が求める場合、要保護児童対策地域協議会において児童虐待ケースとし

て進行管理台帳に登録されており、かつ、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒及び保育所に在籍する乳幼

児。 

（２）児童相談所が求める場合、児童相談所が管理している児童虐待ケースであって、

協議会の対象となっておらず、かつ、学校等及び保育所から通告があったものな

ど児童相談所において必要と考える幼児児童生徒等。 
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え
る
保
護
者
、
仕
事
で
忙
し
い
保
護
者
な
ど
、

様
々
な
家
庭
の
状
況
に
応
じ
て
、
家
庭
教
育
支
援

チ
ー
ム
に
よ
る
情
報
提
供
や
相
談
対
応
を
実
施

家
庭
教
育
を
支
援
す
る
様
々
な
取
組
を
展
開

地
域
人
材
の
養
成

【
支
援
活
動
例
】

○
空
き
教
室
を
活
用
し
た
交
流
の
場
づ
く
り

○
企
業
訪
問
に
よ
る
出
前
講
座

○
家
庭
訪
問
に
よ
る
個
別
の
情
報
提
供
や
相
談
対
応

地
域
の
身
近
な
小
学
校
等
に
家
庭
教
育
に
関

す
る
情
報
提
供
や
相
談
対
応
等
を
専
任
で
行

う
家
庭
教
育
支
援
員
を
配
置
し
、
家
庭
教
育
支

援
体
制
を
強
化

家
庭
教
育
支
援
員
な
ど
の
地
域
人
材
を
中
心
と

し
た
チ
ー
ム
の
組
織
化

学
校
等
を
活
動
拠
点

に
支
援
内
容
を
検
討

【
チ
ー
ム
員
構
成
例
】

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
リ
ー
ダ
ー
、

元
教
員
、
民
生
・
児
童
委
員
、

保
健
師
等家
庭
教
育
支
援
体
制
の
構
築

○
学
習
機
会
や
交
流
の
場
づ
く
り
の
企
画

○
家
庭
や
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
を
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト

別
添
資
料
６

参
画

体 制 の 構 築

親
子
の
自
己
肯
定
感
、
自
立
心
な
ど
の
社
会
を
生
き
抜

く
力
を
養
成
す
る
た
め
、
親
子
で
の
参
加
型
行
事
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
、
地
域
活
動
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
例
】

○
親
子
で
清
掃
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

支 援 の 実 施

人
材
の
不
足
（
高
齢
化
、
固
定
化
）

⇒
循
環
型
の
人
材
養
成

寄
り
添
う
支
援
が
必
要

⇒
先
駆
的
取
組
（
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
）
の
実
施

地
域
と
協
働
し
た
家
庭
教
育
支
援
の
現
状
と
課
題

地
域
に
お
け
る
家
庭
教
育
支
援
総
合
推
進
事
業

（
前
年
度
予
算
額
7
3
百
万
円
）

2
9
年
度
予
算
額
7
3
百
万
円

上
記
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
様
々
な
取
組
を
支
援
（
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３
負
担
の
補
助
事
業
）
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「
地
域
の
教
育
資
源
を
活
用
し
た
教
育
格
差
解
消
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
、
茨
城
県
・和
歌
山
県
・
京
都
府
・
大
阪
府
・山
口
県
に
委
託
し
て

「
先
駆
的
家
庭
教
育
支
援
推
進
事
業
（
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
の
実
施
）
」
を
実
施
し
て
い
る
。

様
々
な
課
題
を
抱
え
た
家
庭
に
対
す
る
類
型
別
の
効
果
的
な
支
援
モ
デ
ル
の
開
発
を
国
の
主
導
に
よ
り
パ
イ
ロ
ッ
ト
的
に
行
う
。
貧
困
、
不
登
校
等
の
支
援
が

必
要
な
家
庭
の
類
型
ご
と
に
メ
ニ
ュ
ー
を
検
討
し
て
構
築
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
を
学
び
の
場
や
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
場
に
つ
な
ぎ
、
保
護
者
の
教
育
力
を
高

め
る
こ
と
を
重
視
す
る
。

事
業
の
目
的

事
業
の
概
要

都
道
府
県
（５
か
所
）

市
町
村
（
２
か
所
）

文
部
科
学
省

委
託

○
事
業
全
体
に
係
る
総
合
調
整
、
評
価
・
助

言
•
協
議
会
を
設
置
し
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の
関
係

機
関
等
と
の
連
携
・
協
力
の
推
進

•
各
地
域
に
お
け
る
取
組
に
対
す
る
評
価
・
助
言

○
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
員
の
養
成

•
各
地
域
に
お
け
る
取
組
の
中
核
と
な
る
人
材
を
対

象
に
、
必
要
な
知
識
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
養
成
講
座
を
実
施

児
童
館

保
健
・
福
祉
行
政

公
民
館

学
校

家
庭

保
健
所

保
健
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

児
童
相
談
所

教
育
委
員
会

子
育
て
支
援
団
体

○
事
業
の
選
定
・
評
価
○
実
施
に
対
す
る
助
言

○
取
組
の
全
国
展
開
に
向
け
た
検
討

再 委 託 ・ 人 材 養 成

①
訪
問
に
よ
る
相
談
対
応

や
情
報
提
供

②
学
習
・
居
場
所

へ
の
参
加
促
進

臨
床
心
理
士

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

民
生
・
児
童
委
員

教
員
Ｏ
Ｂ

社
会
福
祉
士

訪
問
型

家
庭
教
育
支
援
チ
ー
ム

Ｓ
Ｓ
Ｗ

④
活
動
拠
点

の
構
築

先
駆
的
家
庭
教
育
支
援
推
進
事
業
（
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
の
実
施
）

（
新

規
）

2
9
年
度
予
算
額
2
0
百
万
円

③
関
係
機
関
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成別
添
資
料
7
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家庭教育支援の具体的な推進方策について
家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会報告書（概要）

はじめに

・家庭教育支援は、広く全ての家庭の家庭教育の試みに対する応援としてのユニバーサルな展開と、
同時に困難を抱えた家庭のそれぞれの個別の事情に寄り添う支援が求められている。

◇親としての育ちを応援するための親同士の交流の促進について
・交流の中で悩みや疑問を共有しながら学び合い仲間として共感することのできる、親同士の交流
の場を設定するなどしていくことが有効である。

◇乳幼児期から学齢期につながる切れ目のない支援の推進について
・初めて子供を持った保護者や０歳児の保護者への支援から始まり、学齢期での支援へとつながっ
ていく切れ目のない支援が求められる。

◇体験の中で子育てや適切な生活習慣づくりを学ぶことについて
・父親が、子育てに当事者意識を持って参画していくことを促すために、保育体験のような育児に
自ら携わる、体験する試みが有効である。
・ “早寝早起き朝ごはん”といった生活習慣と健やかな生活、成長が密接に関係していることに気
付き、親と子の自然な関係の中で適切な生活習慣を身に付けることができる。

◇ＩＣＴを活用した積極的な情報提供の推進について
・多忙な保護者でも多く情報を受け取って都合に合わせて参照することができ、双方向での情報の
やり取りも可能であるスマートフォン等のＩＣＴの活用が効果的である。

Ⅰ.全ての親の学びや育ちを応援するための方策

◇地域の人材を中心とした「家庭教育支援チーム」の役割について
・学校や行政の相談窓口には気軽に相談しにくいといった点や、行政ではどうしても手が回らない
部分があるといった課題については、「家庭教育支援チーム」が身近な相談者として解決に貢献
することができる。

◇関係者の専門性を尊重して学び合うことを通じて推進する学校と協力した家庭教育
支援の進め方について
・専門性の異なる関係者の間では問題に対する視点が異なってくるので、協力して課題を解決
するためにはプロセスを共有し、お互いに学び合うことのできる場を作ることが重要となる。

◇多様な活動の形態が考えられる「家庭教育支援チーム」の類型について
①行政（学校教育担当部局）主導型 ②行政（社会教育担当部局）主導型 ③ＮＰＯ主導型
①総合型 ②講座型 ③拠点型 ④訪問型

Ⅱ.家庭教育支援チームを中心とした家庭教育支援のための方策

別添資料8
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◇家庭訪問による家庭教育支援の進め方について
・家庭教育支援のための家庭訪問を行うことによって、家庭教育講座や相談窓口に出てくることが
難しい保護者と接触することのできる貴重な機会を作ることができる。
・家庭を訪問して支援することは、カウンセリング等の専門家であっても難しい面がある。訪問型
の家庭教育支援の主眼は、家庭の抱える問題を早期に発見して専門機関につないで早期の解決
に結びつけていくことにもあるので、深刻な問題には躊躇せず専門家の協力を得る姿勢を取ること
も必要である。

Ⅲ.家庭教育支援を担う人材の確保

家庭教育支援の実際の活動を展開する市町村と人材の養成研修を行う都道府県の役割分担と
人材の循環が重要である。

【学校・家庭・地域をつなぐ仕組み作り（例：各会議の定例化）】

出所：「家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会」配付資料を基に山野座長が修正
※スクリーニング会議：全ての事例から気になる事案を洗い出し検討する会議。

－294－



別添資料９

－295－



－296－



－297－


